
改葬許可申請書

年 月 日＿

尾張旭市長 殿

下記のとおり、墓地埋葬等に関する法律第５条第１項の規定に基づき、改葬

の申請をします。

記

住所

申請者 氏名

電話

死亡者の

本 籍

住 所

氏 名 性別 男 ・ 女

死 亡

年月日
年 月 日

現在

埋葬・埋蔵・

収蔵（焼骨）

されている

場 所

名 称

埋葬等

年月日
年 月 日

改葬先の

場 所

名 称

理 由

死亡者との続柄



■改葬■

墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年５月３１日法律第４８号）第５条第

１項〔埋葬、火葬又は改葬の許可〕の規定により、改葬を行おうとする者は、

市町村長の許可を受けなければならない。

■改葬の手続き■

改葬の流れ

現在の墓地から

他の墓地に移転するとき

現在納骨堂に預けてあり

墓地に移転するとき

・墓地の管理者の埋蔵証明書

（現在の墓地の管理者にて証明してもらう）

・納骨堂の管理者の収蔵証明書

（現在お骨がある納骨堂の管理者に証明してもらう）

・改葬許可申請書

（現在墓地がある市町村の様式にて申請）

・改葬許可申請書

（現在納骨堂がある市町村の様式にて申請）

墓地がある市町村

市町村が

「改葬許可証」を交付

新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出

証明書と申請書を
提出する

証明書と申請書を
提出する

（参考）


